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第３４号議案  

令和８年度阿南市水道事業会計予算 

（総則） 

第１条　令和８年度阿南市水道事業会計予算は、次に定めるところによる。 

　  

（業務の予定量）  

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上　水　道　　　　　　　　　　　　　 簡  易  水  道  

(1) 給水戸数　　　　　　　　　　　　　　　３０，０９０戸　　　　　　　　　　　　　　　１０３戸 

(2) 年間総給水量　　　　　　　　　　８，０１６，６５１立方メートル　　　　　　　１２，４３７立方メートル 

(3) １日平均給水量　　　　　　　　　　　　２１，９６３立方メートル　　　　　　　　　　　３４立方メートル 

(4) 主要な建設改良事業　　　　　　　管路更新及び耐震化事業、施設設備更新事業  

 

（収益的収入及び支出） 

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収　　　　　入 

第１款　水道事業収益　　　　　　　　　１，５３５，７０２　千円 

第１項　上水道営業収益　　　　　　１，３８４，７００　千円 

第２項　簡易水道営業収益　　　　　　　　１４，５９４　千円 

第３項　上水道営業外収益　　　　　　　１３５，５３１　千円 

第４項　簡易水道営業外収益　　　　　　　　　　８６２　千円 

第５項　上水道特別利益　　　　　　　　　　　　　１０　千円 

第６項　簡易水道特別利益　　　　　　　　　　　　　５　千円 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支　　　　　出 

第２款　水道事業費用　　　　　　　　　１，５２５，２３６　千円 

第１項　上水道営業費用　　　　　　１，３０２，１４３　千円 

第２項　簡易水道営業費用　　　　　　　　３８，６８４　千円 

第３項　上水道営業外費用　　　　　　　１７５，８０７　千円 

第４項　簡易水道営業外費用　　　　　　　　　　４５２　千円 

第５項　上水道特別損失　　　　　　　　　　３，１００　千円 

第６項　簡易水道特別損失　　　　　　　　　　　　５０　千円 

第７項　予備費　　　　　　　　　　　　　　５，０００　千円
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（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額８００，８８４，００ 

０円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額９８，１７７，０００円、当年度分損益勘定留保資金４２９，０９９，０

００円、過年度分損益勘定留保資金１１，３９９，８５５円及び建設改良積立金２６２，２０８，１４５円で補てんするものとする）。 

 

収　　　　　入 

第３款　資本的収入　　　　　　　　　　　　７９９，０５６　千円 

第１項　企業債　　　　　　　　　　　　５５０，０００　千円 

第２項　負担金　　　　　　　　　　　　１０４，８００　千円 

第３項　補助金　　　　　　　　　　　　１４２，９５０　千円 

第４項　分担金　　　　　　　　　　　　　　１，３０６　千円 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支　　　　　出 

第４款　資本的支出　　　　　　　　　　１，５９９，９４０　千円 

第１項　上水道建設改良費　　　　　１，１３６，８４９　千円 

第２項　簡易水道建設改良費　　　　　　　　　　　　９　千円 

第４項　上水道企業債償還金　　　　　　４２５，０５２　千円 

第５項　簡易水道企業債償還金　　　　　　１８，０３０　千円 

第９項　予備費　　　　　　　　　　　　　２０，０００　千円 

 

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 

 
  

事　　　項

 

期　　　間

 

限　度　額

  

土木工事積算システム賃借料

 

令和９年度から令和１３年度まで

 

５，６４０千円

   
水道事業ビジョン等改定業務

 

令和９年度から令和１０年度まで

 

２１，２００千円

   
阿南市水道事業施設運転管理等業務

 

令和８年度から令和１１年度まで

 

３８０，０００千円
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（企業債） 

第６条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

 

 

　（一時借入金） 

第７条　一時借入額の限度額は、３００,０００千円と定める。 

 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 第２款水道事業費用のうち、第１項上水道営業費用から第６項簡易水道特別損失に係る予算額に過不足額を生じた場合における 

項間の流用。 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用 

する場合は、議会の議決を経なければならない。 

(1) 職員給与費　　　　　　　　　１９０，３７１　千円 

(2) 交際費　　　　　　　　　　　　　　　　５０　千円 

 起債の目的 限　度　額 起債の方法 利　率 償　還　の　方　法
 　

建設改良事業

　

５５０，０００千円

 

証書借入

　 

5.0％以内 

（ただし、利率見直し

方式で借り入れる資

金について、利率の見

直しを行った後にお

いては、当該見直し後

の利率）

 

借入先の融資条件による。ただし、企業財

政その他の都合により、措置期間及び償還

期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利

債に借り換えすることができる。
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（他会計からの補助金） 

第１０条　他会計からこの会計へ補助を受ける金額は、３２，６６２千円である。 

 

（たな卸資産購入限度額） 

第１１条　たな卸資産の購入限度額は、３５，０００千円と定める。 

 

令和８年２月２４日提出 

 

阿南市長　岩　佐　義　弘　　　


